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（注１）バブルの大きさは雇用人数を表す。 
（注２）事業所を調査対象としているため、個人事業主の多い農林漁業の値が小さくなる。 
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整備前 
（平成１２年） 

整備後 
（平成２４年 工事概成時） 
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区名 建物数 一部損壊 半壊
中規

模半壊
大規

模半壊
全壊 被害計

北区 143,612 12,491 20,782 14,830 8,875 4,179 61,157

中区 61,146 16,241 12,101 4,908 1,707 200 35,157

東区 68,291 3,056 8,361 10,885 12,536 3,834 38,672

南区 83,406 14,619 14,135 4,987 2,073 45 35,859

合計 356,455 46,407 55,379 35,610 25,191 8,258 170,845
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事前準備期 応急対応期  災害復旧期  災害復興期  

発災前 ～1 週間 ～2 週間 ～1 ヶ月 ～2 ヶ月 ～4 ヶ月 ～6 ヶ月 6 ヶ月～ 

生活の 
様子 

災害に対する事前
準備・対策を実施 

避難、消火、救助、炊き出
しなどの応急活動を実施 

避難所や在宅等での避難生活を開始 
仮設施設による店舗や医療機関等の営業が再開される 

仮住まい生活を開始 
被害が少ない地域では徐々に元の生活に戻る 

本格的な住宅、店舗等の再
建が始まる 

ライフラインは徐々に復旧 

市
民
の
動
き 

地
域
協
働
復
興 

 
 
 

地域コミュニティ
づくり 

・ 
地域協働復興 
の周知・共有 

 

岡
山
市
の
動
き 

都
市
の
復
興 

 
 
 
 
被害想定結果を 
受けた市街地 

復興の地区区分 
(復興パターン) 

の検討 
・ 

現行の 
まちづくりの 
課題の整理 

 
 

住
ま
い
の
復
興 

  

地域復興対象地区の 
認定 

被害状況等を把握し、住民
等の意向を踏まえて「地域
復興協議会」の設立を支援
し、その活動区域を地域復
興対象地区として認定す
る。 

都市復興基本方針の 
策定 

都市復興の理念や目標、市
街地復興の対象区域とその
地区区分（復興パターン）
等を示す。 

復興計画（原案） 
の作成 

都市復興基本方針を具体化
し、市内の主要なインフラ
や都市利用等の都市計画や
事業の指針を示した計画を
策定する。 

復興計画の策定 
地域復興協議会との協議を踏まえ、実施している主要インフラ等の都市計画決定・変更の内
容を加えた計画を策定する。 

復興事業計画の 
策定・実施 

復興計画や意向調査等の結
果を踏まえ、復興事業計画
を策定・実施する。 

避難生活からの 
復興体制づくり 

町内会、自治会等が相互に
助け合いながら、様々な情
報を共有し、復興の体制を
整える。 

地域復興協議会の 
結成と活動の開始 

地区の復興まちづくりにか
かる復興計画の提案を行う
ため、地域復興協議会を設
立する。 

地域復興協議会の活動の本格化 
時限的市街地（本格的な復興までの継続的な生活を支える
場として、被災宅地等を活用した、住宅、店舗、被災者支
援拠点などの仮設建築物、残存する利用可能な建築物やオ
ープンスペースなどによって構成される市街地）の必要性
を検討し、行政と設置や運営に関する協議を行う。 
また、復興計画案について行政の提案をもとに地域の意見
の取りまとめを行う。 

復興計画案の提案 

復興計画案について、地域
の意見を取りまとめて行政
に提案する。 

復興計画内容 
の協議 

地区の復興まちづくりにか
かる復興計画内容について
合意形成を行う。 

地域復興協議会の 
総合的な地域づくり活動 

の展開 
都市復興事業の実施にあた
り、道路や公園等の施設整
備へ参画する。 

時限的市街地の形成と運営 
時限的市街地の用地を確保して市街地を建設し、運営を行う。 

第１次建築制限の 
区域指定・実施 

第１次建築制限を実施する
区域及び建築の制限又は禁
止内容を作成し、実施す

土地取引規制 
復興まちづくりに支障となる土地取引が行われる可能性がある場合には、「監視区域」の指定を検討する。 

第２次建築制限の区域指定・実施 
第２次建築制限を実施する区域及び建築の制限又は禁止内容を作成し、実施する。 

市営住宅の応急修理 
被害状況を把握し、市営住宅の応急修理を進める。 

応急的な住宅の整備 
応急仮設住宅建設可能用地を確保し、建設を開始するととも
に、市営住宅や民間賃貸住宅の提供を進める。 

応急的な住宅への入居 
応急仮設住宅等の入居者の募集・選定・入居手続きを開始し、入居者の支援を進める。 

住宅の復興計画の作成 
住宅の復興基本方針を作成し、事業の指針を示した計画を策定する。 

専門家派遣、行政 
職員配置などの 

サポート 

都市復興基本方針 
の提示 

復興計画原案 
(地区部分)の提示 

復興計画案 
(地区部分)の提案 

復興計画内容 
の協議 

復興事業計画案 
の検討 

時限的市街地に 
関する協議 

まちづくりの 
取組み支援 

発災 

恒久的住宅（災害公営住宅）の必要量と 
供給可能量の算定 

被害状況等をもとに恒久的住宅（災害公営住宅）の必要量
と、供給可能量を算定する。 



 

33 

 
事前準備期 応急対応期  災害復旧期  災害復興期  

発災前 ～1 週間 ～2 週間 ～1 ヶ月 ～2 ヶ月 ～4 ヶ月 ～6 ヶ月 6 ヶ月～ 

生活の 
様子 

災害に対する事前
準備・対策を実施 

避難、消火、救助、炊き出
しなどの応急活動を実施 

避難所や在宅等での避難生活を開始 
仮設施設による店舗や医療機関等の営業が再開される 

仮住まい生活を開始 
被害が少ない地域では徐々に元の生活に戻る 

本格的な住宅、店舗等の再
建が始まる 

ライフラインは徐々に復旧 

岡
山
市
の
動
き 

く
ら
し
と
産
業
の
復
興 

  
 

  

発災 

迅速な罹災証明書の交付 
各種の支援措置を早期に実施するため、住宅等の被害調査結果を踏まえて、速やかに被災者
に罹災証明書を交付する。 

情報、サービスの提供等 
被災者の自立に対する援助、助成措置の広報、相談窓口等の設置、必要に応じて被災者台帳の作成・活用を行い、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努める。 

生活資金等の支給 
被災者生活再建支援金や災害弔慰金の支給、災害援護資金や生活福祉資金、母子父子寡婦福祉資金の貸付け、税や医療費負
担、保険料の減免などを行う。 

被災者の見守り、相談支援等 
応急仮設住宅に入居する被災者等に対する孤立防止等のための見守りや日常生活上の相談支援等を行う。 

産業の復興に係る資金の融資 
被災した農林水産業従事者や事業者に対する融資や中小企業に対する復興資金の貸付けを行う。 

雇用の確保 
雇用創出策を実施するほか、自営業、農林水産業、中小企業等に対する経営の維持・再生、起業等への支援策の充実を図
る。 

公共施設、公共土木施設の復旧 
所管する公共施設、公共土木施設の復旧を行う。 
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■地域協働復興 

項目 主管部 関係部 
応急対応期   災害復旧期   災害復興期  

～1 週間 ～2 週間 ～1 ヶ月 ～2 ヶ月 ～4 ヶ月 ～6 ヶ月 6 ヶ月～ 

1 
地域コミュニティづ
くり、地域協働復興
の周知・共有 

地域コミュニティ活動を実施し、地域協働復
興の進め方、協働復興の手順等を周知・共有
して、平時から復興時体制の基礎をつくる。 

市民協働部 各区本部 （事前）       

2 避難生活からの復興
体制づくり 

町内会、自治会等が相互に助け合いながら、
様々な情報を共有し、復興の体制を整える。 市民協働部 危機管理部 

各区本部        

3 地域復興協議会の結
成と活動の開始 

地域の復興まちづくりにかかる復興計画の提
案を行うため、地域復興協議会を設立する。 
市は設立の支援を行う。 

復興推進室（仮称） 市民協働部 
各区本部        

4 地域復興協議会の活
動の本格化 

時限的市街地（本格的な復興までの継続的な
生活を支える場として、被災宅地等を活用し
た、住宅、店舗、被災者支援拠点などの仮設
建築物、残存する利用可能な建築物やオープ
ンスペースなどによって構成される市街地）
の必要性を検討し、行政と設置や運営に関す
る協議を行う。 
また、復興計画案について行政の提案をもと
に地域の意見の取りまとめを行う。 

復興推進室（仮称） 
市民協働部 
産業観光部 
都市整備部 

       

5 時限的市街地の形成
と運営 

時限的市街地の用地を確保して市街地を建設
し、運営を開始する。 
市は、運営の支援を行う。 

復興推進室（仮称） 
市民協働部 
産業観光部 
都市整備部 

       

6 復興計画案の提案 
市が提示する復興計画案（地区部分）につい
て、地域の意見を取りまとめて市に提案す
る。 

復興推進室（仮称） 
市民協働部 
産業観光部 
都市整備部 

       

7 復興計画内容の協議 地区の復興まちづくりにかかる復興計画内容
について、市と合意形成を行う。 復興推進室（仮称） 

危機管理部 
政策部 
市民協働部 
産業観光部 
都市整備部 

       

8 
地域復興協議会の総
合的な地域づくり活
動の展開 

市の都市復興事業の実施にあたり、道路や公
園等の施設整備へ参画する。 都市整備部 各区本部        
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■都市の復興 

項目 主管部 関係部 
応急対応期   災害復旧期   災害復興期  

～1 週間 ～2 週間 ～1 ヶ月 ～2 ヶ月 ～4 ヶ月 ～6 ヶ月 6 ヶ月～ 

1 

被害想定結果を受け
た市街地復興の地区
区分(復興パターン)
の検討、現行のまち
づくりの課題の整理 

風水害、地震災害による市内の被害想定結果を
もとに、市街地復興の地区区分（復興パター
ン）を事前に想定しておくとともに、復興時に
合わせて解決すべき課題の有無を確認する。 

都市整備部 
危機管理部 
下水道河川部 
水道部 

（事前）       

2 
地域復興対象地区の
認定 

被害状況等を把握し、住民等の意向を踏まえて
「地域復興協議会」の設立を支援し、その活動
区域を地域復興対象地区として認定する。 

都市整備部 
危機管理部 
市民協働部 

       

3 
都市復興基本方針の
策定 

都市復興の理念や目標、市街地復興の対象区域
とその地区区分（復興パターン）等を示す。 

都市整備部 
危機管理部 
政策部        

4 
第１次建築制限の区
域指定・実施 

第１次建築制限を実施する区域及び建築の制限
又は禁止内容を作成し、実施する。 

都市整備部 ―        

5 
復興計画（原案）の
作成 

都市復興基本方針を具体化し、市内の主要なイ
ンフラや都市利用等の都市計画や事業の指針を
示した計画を策定する。 

都市整備部 
危機管理部 
政策部        

6 復興計画の策定 
地域復興協議会との協議を踏まえ、実施してい
る主要インフラ等の都市計画決定・変更の内容
を加えた計画を策定する。 

都市整備部 
危機管理部 
政策部        

7 土地取引規制 
復興まちづくりに支障となる土地取引が行われ
る可能性がある場合には、「監視区域」の指定
を検討する。 

都市整備部 ―        

8 
第２次建築制限の区
域指定・実施 

第２次建築制限を実施する区域及び建築の制限
又は禁止内容を作成し、実施する。 

都市整備部 ―        

9 
復興事業計画の策
定・実施 

復興計画や意向調査等の結果を踏まえ、復興事
業計画を策定・実施する。 

都市整備部 

危機管理部 
政策部 
市民協働部 
産業観光部 
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■住まいの復興 

項目 主管部 関係部 
応急対応期   災害復旧期   災害復興期  

～1 週間 ～2 週間 ～1 ヶ月 ～2 ヶ月 ～4 ヶ月 ～6 ヶ月 6 ヶ月～ 

1 市営住宅の応急修理 
被害状況を把握し、市営住宅の応急修理を進
める。 

都市整備部 危機管理部               

2 応急的な住宅の整備 
応急仮設住宅建設可能用地を確保し、建設を
開始するとともに、市営住宅や民間賃貸住宅
の提供を進める。 

都市整備部 ―        

3 
恒久的住宅（災害公
営住宅）の必要量と 
供給可能量の算定 

被害状況等をもとに恒久的住宅（災害公営住
宅）の必要量と、供給可能量を算定する。 

都市整備部 危機管理部        

4 応急的な住宅の入居 
応急仮設住宅等の入居者の募集・選定・入居
手続きを開始し、入居者の支援を進める。 

都市整備部 ―        

5 
住宅の復興計画の作
成 

住宅復興基本方針を作成し、事業の指針を示
した計画を策定する。 

都市整備部 ―        
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■くらしと産業の復興 

項目 主管部 関係部 
応急対応期   災害復旧期   災害復興期  

～1 週間 ～2 週間 ～1 ヶ月 ～2 ヶ月 ～4 ヶ月 ～6 ヶ月 6 ヶ月～ 

1 生活資金等の支給 

被災者生活再建支援金や災害弔慰金の支給、
災害援護資金や生活福祉資金、母子父子寡婦
福祉資金の貸付け、税や医療費負担、保険料
の減免などを行う。 

保健福祉部 
各区本部 

―               

2 
被災者の見守り、相
談支援等 

応急仮設住宅に入居する被災者等に対する孤立
防止等のための見守りや日常生活上の相談支
援等を行う。 

保健福祉部 
都市整備部 
各区本部 

       

3 雇用の確保 
雇用創出策を実施するほか、自営業、農林水
産業、中小企業等に対する経営の維持・再
生、起業等への支援策の充実を図る。 

産業観光部 ―        

4 
迅速な罹災証明書の
交付 

各種の支援措置を早期に実施するため、住宅
等の被害調査結果を踏まえて、速やかに被災
者に罹災証明書を交付する。 

保健福祉部 
産業観光部 
消防部 
各区本部 

       

5 
情報、サービスの提
供等 

被災者の自立に対する援助、助成措置の広
報、相談窓口等の設置、必要に応じて被災者
台帳の作成・活用を行い、被災者の援護の総
合的かつ効率的な実施に努める。 

各部 ―        

6 
公共施設、公共土木
施設の復旧 

所管する公共施設、公共土木施設の復旧を行
う。 

各部 ―        

7 
産業の復興に係る資
金の融資 

被災した農林水産業従事者や事業者に対する
融資や中小企業に対する復興資金の貸付けを
行う。 

産業観光部 各区本部        

 

 

 



 

 


